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議案第１号                         木ス第７９２号－２ 

 

 

木更津市スポーツ推進審議会 様 

 

 

 

 

令和４年度体育振興団体に対する教育振興事業補助金について（諮問） 

 

スポーツ基本法第３５条の規定により、令和４年度に木更津市スポーツ協会が実施する事業に対

して木更津市教育振興事業補助金を交付することについて諮問します。 

 

令和３年１２月１７日 

 

木更津市長  渡 辺  芳 邦 
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令和４年度木更津市教育振興事業補助金（体育振興事業） 

 

事業の種目 団体名 
令和４年度 

予算要求額 
主な事業 

参考 

今年度予算額 比較増減 

木更津市スポ

ーツ協会が実

施する事業 

木更津市スポ

ーツ協会 
2，672 千円 

スポーツ振興

事業 
2，672 千円 0 円 

 

○令和４年度木更津市教育振興事業補助金交付に係る補助対象事業等について 

 

事業の種目 経 費 備 考 

体育振興事業 

「木更津市スポーツ

協会が実施する事

業」 

スポーツの振興及び体力の向上を図る

ために要する経費として 

（説明） 

・ 市民の体力向上とスポーツ志向を高

め、健康づくりとアマチュアスポー

ツ精神の高揚及び余暇の善用を図

り、加盟団体による各種大会の開催、

スポーツの普及活動及び指導者の育

成を図る。 

・ 県民体育大会選手派遣や体育功労者

の表彰など。 

・ 加盟団体 ２５団体 

・ 加盟者数 約１９，１００人 

※ 参考 

年度 

木更津市スポーツ（体

育）協会への補助金交付

額 

Ｓ．46 780，000 円 

 ~  ~  

Ｈ．13 4，050，000 円 

14 3，645，000 円 

15 3，645，000 円 

16 2，961，000 円 

17 2，813，000 円 

18 2，672，000 円 

 ~  ~  

Ｒ．元 2，672，000 円 

Ｒ．２ 2，061，000 円 
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○スポーツ基本法 

（審議会等への諮問等） 

第三十五条 国又は地方公共団体が第三十三条第三項又は前条の規定により社会教育関係団体

（社会教育法（昭和二十四年法律第二百七号）第十条に規定する社会教育関係団体をいう。）であ

るスポーツ団体に対し補助金を交付しようとする場合には、あらかじめ、国にあっては文部科学

大臣が第九条第二項の政令で定める審議会等の、地方公共団体にあっては教育委員会（特定地方

公共団体におけるスポーツに関する事務（学校における体育に関する事務を除く。）に係る補助金

の交付については、その長）がスポーツ推進審議会等その他の合議制の機関の意見を聴かなけれ

ばならない。この意見を聴いた場合においては、同法第十三条の規定による意見を聴くことを要

しない。 

 

○木更津市教育振興事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 市長は、学校教育、社会教育及び体育等の振興を図るため、予算の範囲内において、木

更津市補助金等交付規則（昭和 45 年木更津市規則第 21 号。以下「規則」という。）及びこの要綱

に基づき、補助金を交付する。 

（事業の種目、経費及び補助額） 

第２条 補助の対象となる事業（以下「補助事業」という。）の種目、経費及び補助額は、別表の

とおりとする。 

（補助事業者等） 

第３条 補助事業を行う団体又は個人（以下「補助事業者等」という。）は、次に掲げるものとす

る。 

(１) 木更津市内に事業所又は事務局を有し、計画的に学校教育、社会教育又は体育振興に関する

事業を行つているもの 

(２) 木更津市内に在住、在勤又は在学する者で構成されているもの 

別表（第２条）※抜粋 

事業の種目 経費 補助額 

体育振興事

業 

木更津市スポーツ協会が実

施する事業 

スポーツの振興及び体力の向上を図るために

要する経費 

予算の範

囲内の定

額 
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報告第１号 令和３年度度社会体育関係事業について 

令和３年度 社会体育関係事業 

期  日 行  事 内    容 場  所 

4月 18日（日）  第 50 回春の市民

歩け歩け大会 

健康体力づくりを目的に、約 8.5kmの

コースを歩いた。また、ポールウォー

キングの体験会を実施した。 

参加者 51名 

東清小～小櫃 

堰公園～東清

小 

5月 15日（土） 

 

第 29 回木更津市

スポーツ・レクリ

エーション大会 

グラウンド・ゴルフ大会を開催し、上

位入賞者を表彰した。 

 参加者 125名 

 男子 86名 女子 39名 

桜井運動場 

6月 13日（日） 第 29 回木更津市

スポーツ・レクリ

エーション大会 

ソフトバレーボール大会を開催した。

上位入賞チームを表彰した。 

 参加者 48名 

 ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 女子 4 ﾁｰﾑ 24名 

 混合 4 ﾁｰﾑ 24名 

市民体育館 

6月 20日（日） 2021 木更津トラ

イアスロン大会 

新型コロナウイルス感染症の影響に

より中止 

 

陸上自衛隊木

更津駐屯地 

木更津港内港 

7月 4日（日） 君津地区スポー

ツ・レクリエーシ

ョン祭(富津公園

歩け歩け大会) 

新型コロナウイルス感染症の影響に

より中止 

富津公園周辺 

10月 9日（土） 

10月 10日

（日） 

ツール・ド・ちば

2021 

新型コロナウイルス感染症の影響に

より中止 

木更津市発着

地 

10月 31日

（日） 

 

君津地区スポー

ツ・レクリエーシ

ョン祭 

新型コロナウイルス感染症の影響に

より中止 

袖ケ浦市（幹

事市） 

 

11月 6日（土） 

 

第 21 回秋の市民

歩け歩け大会 

健康体力づくりを目的に、約 5kmのコ

ースを歩いた。ポールウォーキングの

体験会を実施した。 

参加者 47名 

鎌足公民館～ 

鎌足さくら公

園～鎌足公民

館 

11月 13日

（土） 

11月 14日

（日） 

（全 2回） 

親子運動あそび

体験会 

参加者数 

11月 13日（土）15組 

11月 14日（日）15組 

スパークルシ

ティ木更津 6

階共用スペー

ス 
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期  日 行  事 内    容 場  所 

11月 28日

（日） 

12月 4日（土） 

親子運動あそび

教室 

成人の運動習慣化対策として、子育て

世代を対象とした親子運動あそび教

室を開催する。 

【日程 A・Bコース各 6回 全 12回】 

Aコース 17組  Bコース 18組 

スパークルシ

ティ木更津 6

階共用スペー

ス 

1月 1日（祝） 第 43 回市民元旦

マラソン大会 

健康体力づくりを目的に、マラソン大

会を年齢・コース別に開催する。 

※感染症対策のため、大会規模の縮小

等を行う。 

（R3申込者数） 

男性 166名 女性 55名 

計 221名参加予定 

矢那川ダム周

辺道路 

2月 13日（日） 

木更津市長杯争

奪市民スポーツ

交流大会 

健康の維持増進及び世代間交流や障

がい等の有無を超えて、相互交流を促

進することを目的とした軽スポーツ

大会を開催する。 

【種目】ボッチャ（予定） 

市民体育館 
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報告第２号 令和４年度社会体育関係事業計画（案）について 

 

令和４年度 社会体育関係事業計画（案） 

 

１ 社会体育関係事業 

（１）スポーツによる地域活性化推進事業 

     成人の運動習慣化対策として、子育て世代を対象とした親子運動あそび教室を 

開催する。 

 

 （２）学校体育施設開放事業  

   学校体育施設（体育館、運動場等）を市民のスポーツの場として開放し、生涯スポー

ツの振興を図る。 

    ・開放予定校２９校（小学校１７校、中学校１２校） 

 

 （３）スポーツ推進委員会事業委託 

     スポーツ基本法第３２条の規定に基づくスポーツ推進委員会に事業委託を行う。 

   市民の体力向上や健康体力づくり及びスポーツの推進を目的として各種事業を 

行い、市民の運動に対する意欲の向上、地域でのスポーツによる交流など、生涯 

スポーツの普及振興に努める。 

    ○各種行事等 

・市民歩け歩け大会（春・秋） 

     ・市スポーツ・レクリエーション大会 

     ・市民元旦マラソン大会 

 

 （４）木更津市長杯争奪市民スポーツ交流大会事業 

     実行委員会を組織し、市民の健康増進及び世代間交流や障がいの有無を超えて、相互

交流を促進することを目的に、軽スポーツ大会を開催する。 

 

 （５）教育振興事業（市補助金） 

     木更津市のスポーツ振興のため、木更津市スポーツ協会に補助金を交付し、広 

    く活動を展開させる。 

    ・木更津市体育協会補助金  

      加盟団体２５団体 
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 （６）木更津市スポーツ表彰 

     スポーツに関し優秀な成績を収めた者又は団体に対し市長が表彰を行い、スポーツの

普及振興及び競技力の向上を図る。 

 

 （７）全国大会等出場奨励金事業 

スポーツ全国大会等に出場する団体及び個人に対し、奨励金を交付する。 

 

 （８）２０２２木更津トライアスロン開催 

     開催日 令和４年６月開催予定 

     場 所 陸上自衛隊木更津駐屯地 

 

 （９）ちばアクアラインマラソン２０２２ 

     開催日 令和４年１１月６日（日） 

 

２ 体育施設関係事業 

 （１）施設維持・管理運営 

施設の効果的な維持管理を行い、安全かつ良好な施設を提供する。 

     ・木更津市営体育施設指定管理料 

指定管理者に木更津市営体育施設の管理を行わせる。 

管理施設：市民体育館・貝渕庭球場・市営野球場・弓道場・江川総合運動場 

施設使用許可、使用料徴収 

業務委託・・・除草業務、清掃業務、自家用電気工作物保安業務、 

庭球場維持管理業務、野球場維持管理業務、 

空調設備点検保守業務、排水管清掃業務 等 

     ・市民体育館・貝渕庭球場 

燃料費、光熱水費、修繕料、通信運搬費、火災保険料 

・市営野球場 

燃料費、光熱水費、修繕料、通信運搬費、火災保険料 

・市営弓道場 

光熱水費、修繕料、通信運搬費、火災保険料、 

使用料及び賃借料（ＡＥＤリース料） 

・江川総合運動場 

光熱水費、修繕料、通信運搬費、手数料、火災保険料、 

使用料及び賃借料（ＡＥＤリース料） 

  ・桜井運動場 

消耗品費、光熱水費、修繕料、火災保険料、原材料費 

業務委託・・・除草業務、トイレ清掃業務 
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報告第３号 江川総合運動場の拡張整備について 
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報告第４号 木更津市スポーツ推進計画の更新について 

 

木更津市スポーツ推進計画の改定について 

 

１ 木更津市スポーツ推進計画の目的 

健康の保持・増進や市民相互の交流を促進するため、市民のだれもが、いつでも、どこ

でも生涯にわたってスポーツに親しむことのできる生涯スポーツの環境づくりをめざす

ことを目的とします。 

 

２ 計画の位置付け 

スポーツ基本法第１０条に第１項の規定に基づく「地方スポーツ推進計画」に位置づけ

られるものであり、木更津市基本構想の基本方向「まちを支える人づくり」の基本政策

「スポーツ・レクリエーションの推進」の実現を目指し、そのための基本的な取組みを示

すものです。 

 

３ 計画期間 

現在の計画期間は、平成３０年度から令和４年度までの５年間であることから、令和５

年度からの次期計画策定に向け、内容の見直しが必要となります。 

 

４ 今後の予定 

木更津市スポーツ推進計画策定委員会による計画内容の検討、市民アンケートの実

施、意見公募（パブリックコメント）の実施、改定案の策定など 

 

 

 

（参考）スポーツ基本法 

（地方スポーツ推進計画） 

第十条 都道府県及び市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会（地方教育行政

の組織及び運営に関する法律（昭和三十一年法律第百六十二号）第二十四条の二第一項の

条例の定めるところによりその長がスポーツに関する事務（学校における体育に関する

事務を除く。）を管理し、及び執行することとされた地方公共団体（以下「特定地方公共

団体」という。）にあっては、その長）は、スポーツ基本計画を参酌して、その地方の実

情に即したスポーツの推進に関する計画（以下「地方スポーツ推進計画」という。）を定

めるよう努めるものとする。 

 

 


